（業務別申請書21）
商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _GoBack]21　河頭浄水場ほか一般廃棄物収集運搬業務

(1) 鹿児島市内に事務所、営業所、出張所、店舗又は事業所を有する法人であること。
（　Ⅰ．○　　Ⅱ．×　）

	(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業について、鹿児島市長の許可を受けていること。ただし、許可を受けている一般廃棄物の種類に「ごみ」を含むこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　Ⅰ．○　　Ⅱ．×　）

(3) 鹿児島市環境局資源循環部廃棄物指導課の「一般廃棄物収集運搬業許可業者名簿（生ごみ等を運べる業者）」に登載されていること。　　　　　　　　　　　　 （　Ⅰ．○　　Ⅱ．×　）


※許認可等の写しを添付してください。
すでに添付している場合は、写しを添付した業務の番号を下線部に記入してください。
〈 業務番号　：　　　　　　　　　〉に添付済み
